
家畜伝染病の発生状況

【主要な家畜伝染病の発生状況
注１

の推移】

年 （西暦） 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

口蹄疫 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0

ブルセラ病（牛） 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

結核病（牛） 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

ヨーネ病（牛） 606 441 278 313 235 331 211 293 326 327 315 374 321

牛海綿状脳症（BSE） 10 3 １ １ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

スクレイピー（羊） 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

馬伝染性貧血 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

豚コレラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

高病原性鳥インフルエンザ 0 4 0 0 1 23 0 0 4 2 7 5 1

低病原性鳥インフルエンザ 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

注１：家畜伝染病予防法第13条第１項の規定による患畜届出戸数（ただし、口蹄疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザは疑似患畜を含む）。
注２：データは2018年12月までの集計結果（速報値）。

（単位：戸数）

○ 口蹄疫は、2010年に宮崎県で発生したが、2011年２月にOIEの定めるワクチン非接種清浄国に復帰。

○ 豚コレラは、2018年9月に岐阜県で26年ぶりに発生して以降、22例の発生を確認（５月３日現在）。

○ 高病原性鳥インフルエンザは、直近では、2018年１月に香川県で発生したが、2018年４月15日付けでOIEの定め

る高病原性鳥インフルエンザの清浄国に復帰。

○ 牛の結核病やブルセラ病は近年発生が見られない一方で、ヨーネ病は依然として全国的に発生。

○ 牛海綿状脳症（BSE）は、2001年９月以降、36例の発生が確認されたが、2013年５月のOIE総会で「無視できる

BSEリスク」の国に認定。

注2
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殺処分待機
疑似患畜数の増加

ワクチン接種
により終息へ

感染拡大

（万頭）

平成22年の宮崎県における口蹄疫の発生及び防疫措置

・ 平成22年４月20日、宮崎県において我が国で10年振りに発生（292戸で発生、210,714頭を殺処分）。

・ 移動制限や感染家畜の処分、消毒等の防疫措置を実施したものの、宮崎県東部において局地的に感染が急速に拡大
したことから、我が国で初めての緊急ワクチン接種を実施（ワクチン接種殺処分：87,094頭）。

・ この結果、口蹄疫の発生は減少し、平成22年７月４日以来発生は確認されず、７月27日に全ての移動制限を解除。

宮崎県で口蹄疫
の発生を確認

H22.4.2
口蹄疫ワクチン接
種の実施を決定

5.19
口蹄疫対策特別措
置法の施行

6.4
全ての移動制限区
域を解除

7.27
OIEによるワクチン非接種清
浄国への復帰の認定
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殺処分待機
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平成30年
３月

○韓国における口蹄疫の発生を受け、都道府県に対し、ウェブサイトへの掲載、メーリング
リストによる配信等、家畜の所有者、関係団体等に情報提供する旨依頼するとともに、
飼養衛生管理、早期通報の徹底を依頼

４月
～６月

○全国家畜衛生主任者会議の開催
○ゴールデン・ウィーク、夏休み等の人・物の移動が盛んになる時期の前に、水際対策を強

化するとともに、関係機関への協力を依頼

６月
○日中韓等東アジア地域シンポジウムの開催

中国、韓国の専門家から疾病の発生状況、防疫対応等に関する発表を行うとともに、
意見交換・情報交換を実施（平成23年から毎年開催し、今回は８回目）

７月
○国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門の協力のもと、口蹄

疫を疑う牛からの検体の採材方法等の写真及び動画を都道府県に提供。

９月
○越境性動物疾病防疫対策推進会議の開催

都道府県、関係機関等を参集し、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の越境性動物疾
病に対する防疫体制の強化や関係者間の意思を統一。

12月

○年末・年始及び春節を控え、人・物の移動が盛んになり、海外から我が国への病原体侵入
リスクが高まる時期の前に畜産関係者の危機意識を高めるよう依頼。

○年末年始における連絡体制の確保、防疫資材等の安定供給、防疫作業員の派遣等について、
防疫作業に関係する団体等に協力を依頼。

＜通年＞
○諸外国における口蹄疫の発生状況について、随時都道府県等関係者に情報提供を実施
○都道府県において発生時を想定した机上演習、実動演習を実施（約233回（平成29年度））
○都道府県において発生時の防疫資材の供出に係る民間事業者との協定の締結

口蹄疫の発生予防に向けた農林水産省の取組（平成30年以降）
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生産性向上に向けた家畜衛生対策

＜推進の方向性＞

生産性の向上（＝農家の所得向上）
・家畜の損耗防止
・抗菌剤等の使用量（治療費）減少
（AMR対策にも資する）

＜対策の成果＞

取組成功事例の共有

円滑な横展開に向けた戦略の構築

関係者間の認識の共有化・連携

○家畜の伝染性疾病のうち、豚や子牛の呼吸器・下痢疾患、牛の乳房炎など、重篤な症状を示さないもの

の、出荷頭数や出荷体重、乳量の低下などの家畜の生産性を阻害する疾病は、その特性からコントロー

ルが容易ではなく、畜産経営に大きな影響を与える。これらの家畜衛生対策を進めていくことにより生

産性の向上を図る必要。

○ 生産性の向上に向けた全国会議を開催し、国、都道府県、関係機関間で先進的な取組事例の共有、今後

の対策に関する意識の共有により、連携を強化。

(第１回議題：牛の疾病(平成29年７月)、第２回議題：豚の疾病(平成30年４月))

・農場の経営実態に応じたオーダーメードの対策パッケージの検討
・民間管理獣医師の積極的な関与による地域一体となった取組

＜課題＞
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関係者が連携した農家の生産性向上に向けた家畜衛生対策の推進

家畜保健
衛生所

食肉衛生
検査所

臨床
獣医師

生産者
団体

飼料会社

薬品会社
等

養豚農家

連携・検討会
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○ 細菌（ヨーネ菌）を原因とし、数か月から数年間と長い潜伏期間の後に慢性の水様性下痢、泌乳量の低下、削痩等に

より生産性を著しく低下させる反すう動物の疾病。治療方法やワクチンはない。

○ 定期的な検査による感染牛の早期摘発・とう汰が重要。

○ 2006年11月に「ヨーネ病対策要領」を策定。2008年から定期検査の１つとしてスクリーニング検査を実施。

2013年度からリアルタイムPCR法による検査を導入し、2013年４月１日付けで同要領の全部を改正。

現 状
○家畜伝染病予防法第５条の規定に基づく定期検査
（少なくとも５年に１度、各都道府県が実施。）

⇒検査強化による患畜の摘発・とう汰
○患畜の殺処分命令と手当金の交付

⇒評価額の４／５を交付
○牛のヨーネ病対策要領（2013年４月）
発生防止、早期発見及びまん延防止のための総合的な対策
・予防対策：知識普及、衛生管理指導
・牛の移動管理：清浄確認農場からの導入

検査陰性牛の導入
・まん延防止措置：患畜が確認された農場は、集中的検査に
より清浄性を確認。
①同居牛の検査（年３回）
②①の後、さらに２年間同居牛の検査を実施（年１回）

対策の方向性

○家畜生産農場清浄化支援対策事業

講習会の開催費、検査費用、感染リスクの高い同居牛等の

自主とう汰費用、陰性証明書の交付費用等を支援

国の支援策

2013年4月からリアルタイム
PCR法による検査を導入

患畜頭数

2006年11月「ヨーネ病防
疫対策要領」を策定

法定
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ヨーネ病（JD）対策 法定
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○ ウイルス（BLV）を原因とし、リンパ肉腫（腫瘍）を主徴とする牛・水牛の疾病。

○ BLV感染牛のうち発症するのは数％。感染牛の多くは発症することなく経済動物としての役割を全うできる。

発症すると削痩、眼球突出、下痢、体表リンパ節の腫大等の症状を呈し、飼養農家の経営に大きな影響を与える。

○ 治療法やワクチンはない。BLVを含む血液や乳汁を介して感染するため、複数牛への同一注射針の使用等、人為的伝播

を引き起こす行為の排除が重要。また、検査により農場内の感染牛を把握し、経営状況等に応じ感染牛を計画的に更新

するなど、中長期的な視点に立って着手可能な対策から講じることが重要。

現 状
○衛生対策ガイドラインを策定(2015年４月)

・人為的な伝播を引き起こす行為の排除

注射針、直検手袋の確実な交換

・飼養者の自農場の浸潤状況の把握

・経営状況等に応じた農場内感染拡大防止対策の実施

感染牛の計画的な更新

非感染牛由来の初乳給与、初乳の加温や凍結処理

ネットの設置等による吸血昆虫による機械的伝播の防止

感染牛と非感染牛の分離飼養

・農場間伝播防止対策による伝播リスクの軽減

検査による非感染牛の導入

放牧場における感染牛群と非感染牛群の区分放牧

対策の方向性

○家畜生産農場清浄化支援対策事業
移動予定牛や発生農場等の重点的な検査、吸血昆虫の駆除
対策、高リスク牛の自主とう汰 等の取組を支援

国の支援策

検査頭数 抗体陽性率

乳用牛 11,130頭 40.9%

肉用牛 9,834頭 28.7%

届出頭数

届出

※調査期間：2009年12月～翌３月（乳用牛）、2010年12月～翌４月（肉用牛）
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現 状

○牛ウイルス性下痢・粘膜病に関する防疫対策ガイドライン
（2016年４月）

感染源のPI牛を特定し、感染拡大防止を図ることが重要。

【発生予防対策】

・本病に対する知識の普及・啓発、適切な飼養衛生管理

・陰性牛の導入、共同放牧場等における検査の徹底

・予防接種の励行

【まん延防止対策】

・PI牛摘発のための定期的な検査の実施

・摘発後の新生子牛に対する検査の実施

・自主とう汰の推進

対策の方向性

○家畜生産農場清浄化支援対策事業

検査によるPI牛の摘発・とう汰、陰性牛の流通促進、同居牛

へのワクチン接種による感染拡大防止等の取組を支援

国の支援策

届出頭数

○ ウイルス（BVDV）を原因とし、下痢、呼吸器症状、流産等多様な症状を示す牛の疾病。

○ ウイルスを含む分泌物(唾液、鼻汁、糞便、乳汁、精液等)を介して感染。発育不良、産乳量、繁殖成績低下等の生産性

の低下、免疫力低下による治療費の増加等から、経営上悪影響となる。

○ 妊娠中に感染した母牛から生まれた子牛は持続感染牛（PI牛）として生涯にわたりウイルスを排せつし続けて農場内に

おいて本病をまん延させる原因となるため、PI牛の摘発・自主とう汰が重要。
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○ ウイルス（豚流行性下痢ウイルス）を原因とし、主に哺乳豚に水様性下痢・脱水等を引き起こす豚の疾病。感染豚の

糞便中に排出されたウイルスを介して感染。

○ 飼養衛生管理の徹底による侵入防止や農場内、農場間のウイルスの伝播防止、母豚へのワクチンの適切な使用が重要。

○2013年10月、７年ぶりに発生が確認された後、
全国的に発生が拡大。

現 状

（17）

○豚流行性下痢（PED）防疫マニュアル（2014年10月）

・本病を疑う家畜発見時の対応

家畜の所有者が本病の発生が疑われ、家畜保健衛生所等に

通報する必要のある症状（※）を明記。

※ 複数の繁殖母豚の分娩した哺乳豚で半数以上が下痢等を呈した場合等

・防疫措置

農場における対策:飼養衛生管理基準の遵守の徹底

（畜舎出入口での消毒、衣服の更衣等の徹底）

・発生農場情報の共有

畜産関係者や発生農場に出入りする業者に対する情報提供

・特別防疫対策地域の指定

都道府県は、侵入・拡大リスクが高まった地域を指定し、

① 健康観察の結果、哺乳豚の全死亡頭数の報告

② 農場及びと畜場の出入口の緊急消毒等

を実施。

・ワクチンの適正使用

ワクチンの特徴（母豚に接種し、乳汁を介して子豚に免疫

を与える）を理解し、用法・用量に従って使用

対策の方向性

※1 シーズン：９月から翌年８月まで

届出
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豚流行性下痢（PED）対策 届出
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